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（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 水 道 局（ 以 下 「 局 」 と い う 。） が 宇 部 市 電 子 入 札

シ ス テ ム（ 以 下「 電 子 入 札 シ ス テ ム 」と い う 。）を 使 用 し て 発 注 す る

場 合 の 事 務 取 扱 に つ い て 、 法 令 及 び 他 の 要 綱 ・ 要 領 等 に 定 め る も の

の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 用 い る 用 語 の 定 義 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 電 子 入 札 シ ス テ ム  

    調 達 案 件 の 登 録 か ら 落 札 者 決 定 ま で の 入 札 手 続 を 、 コ ン ピ ュ

ー タ と ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 し て 処 理 す る シ ス テ ム を い う 。  

（ ２ ） 電 子 入 札  

    電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 行 う 入 札 手 続 を い う 。  

（ ３ ） 紙 入 札  

    書 面 に よ り 行 う 入 札 手 続 を い う 。  

（ ４ ） 電 子 く じ  

落 札 者 を 決 定 す る た め 、 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 行 う く じ 引

き を い う 。  

 （ ５ ） Ｉ Ｃ カ ー ド  

入 札 参 加 者 の 電 子 証 明 書 を 格 納 し た カ ー ド で 、 財 団 法 人 日 本

建 設 情 報 総 合 セ ン タ ー が 電 子 入 札 コ ア シ ス テ ム に お い て 使 用 可

能 と 認 め た 民 間 認 証 局 の 発 行 す る も の を い う 。  

（ 対 象 案 件 ）  

第 ３ 条  電 子 入 札 の 対 象 は 、 建 設 工 事 等 （ 宇 部 市 水 道 局 建 設 工 事 等 請

負 業 者 選 定 要 綱 （ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 設

工 事 等 を い う 。以 下 同 じ 。）の う ち 、局 が 電 子 入 札 で 行 う 旨 を 指 定 し

た 案 件 （ 以 下 「 対 象 案 件 」 と い う 。） と す る 。  

（ 利 用 者 登 録 ）  

第 ４ 条  電 子 入 札 シ ス テ ム を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 取 得 し た Ｉ Ｃ カ

ー ド 並 び に 業 者 番 号 及 び 商 号 又 は 名 称（ 以 下「 業 者 番 号 等 」と い う 。）

を 使 用 し て 、 電 子 入 札 シ ス テ ム で 利 用 者 登 録 を 行 わ な け れ ば な ら な

い 。  



２  前 項 に 規 定 す る 業 者 番 号 等 は 、 宇 部 市 ウ ェ ブ サ イ ト に 公 開 す る 。  

３  登 録 し た 利 用 者 情 報 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 直 ち に 利 用 者 情 報 の

変 更 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ Ｉ Ｃ カ ー ド の 名 義 ）  

第 ５ 条  Ｉ Ｃ カ ー ド の 名 義 は 、 入 札 参 加 資 格 と し て 登 録 さ れ た 個 人 又

は 法 人 の 代 表 者 若 し く は 代 表 者 か ら 入 札 、 見 積 及 び 契 約 締 結 に 関 す

る 権 限 の 委 任 を 受 け た 者 （ 以 下 「 代 表 者 等 」 と い う 。） と す る 。  

２  電 子 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 が 共 同 企 業 体 で あ る 場 合 の Ｉ Ｃ カ

ー ド の 名 義 人 は 、 当 該 共 同 企 業 体 を 代 表 す る 構 成 員 の 代 表 者 等 と す

る 。  

３  代 表 者 等 の 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 直 ち に 書 面 に よ り 届 け 出 る と と

も に 、 当 該 変 更 内 容 を 反 映 し た Ｉ Ｃ カ ー ド を 取 得 し 、 前 条 第 １ 項 の

手 続 き を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

４  入 札 参 加 者 が Ｉ Ｃ カ ー ド を 不 正 に 使 用 し た こ と が 判 明 し た 場 合 は 、

当 該 入 札 へ の 参 加 を 認 め な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 参 加 者

は 、 不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 と し て 指 名 停 止 等 の 措 置 の 対 象 と な る 場

合 が あ る 。  

（ 案 件 登 録 ）  

第 ６ 条  水 道 事 業 管 理 者（ 以 下「 管 理 者 」 と い う 。） は 、電 子 入 札 シ ス

テ ム に 、 対 象 案 件 に 関 す る 事 項 を 登 録 す る も の と す る 。  

（ 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 参 加 申 請 等 ）  

第 ７ 条  条 件 付 一 般 競 争 入 札 で あ る 対 象 案 件 に 参 加 し よ う と す る 者 は 、

競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 提 出 画 面 に お い て 必 要 な 資 料 を 添 付 し 、 電

子 入 札 シ ス テ ム に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  添 付 す る 電 子 フ ァ イ ル の 容 量 が ２ Ｍ Ｂ を 超 え る 場 合 に は 、 資 料 に

代 え て 確 認 資 料 等 持 参 届（ 様 式 第 １ 号 ）を 添 付 し て 送 信 し た 後 、競 争

参 加 資 格 確 認 申 請 書 受 信 確 認 通 知 及 び 入 札 参 加 に 必 要 な 資 料 を 持 参

に よ り 提 出 す る も の と す る 。  

３  共 同 企 業 体 が 対 象 案 件 に 参 加 す る と き は 、 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請

書 提 出 画 面 の「 Ｊ Ｖ 参 加 」に チ ェ ッ ク 及 び「 企 業 体 名 称 」欄 に 共 同 企

業 体 の 名 称 を 入 力 す る も の と す る 。  

４  管 理 者 は 、第 １ 項 の 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 を 受 け 付 け た と き は 、

必 要 な 資 料 の 添 付 を 確 認 し た 後 、 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 競 争 参 加

資 格 確 認 申 請 書 受 付 票 を 発 行 す る も の と す る 。  

５  管 理 者 は 、 前 項 の 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 受 付 票 を 発 行 し た 者 に

対 し 、 必 要 な 資 格 の 適 否 を 確 認 後 、 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 競 争 参

加 資 格 確 認 通 知 書 を 発 行 す る も の と す る 。  

（ 公 募 型 指 名 競 争 入 札 の 参 加 申 請 等 ）  



第 ８ 条  公 募 型 指 名 競 争 入 札 で あ る 対 象 案 件 に 参 加 し よ う と す る 者 は 、

参 加 表 明 書 提 出 画 面 に お い て 必 要 な 資 料 を 添 付 し 、 電 子 入 札 シ ス テ

ム に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  添 付 す る 電 子 フ ァ イ ル の 容 量 が ２ Ｍ Ｂ を 超 え る 場 合 に は 、 資 料 に

代 え て 確 認 資 料 等 持 参 届 を 添 付 し て 送 信 し た 後 、 参 加 表 明 書 受 信 確

認 通 知 及 び 入 札 参 加 に 必 要 な 資 料 を 書 面 に よ り 提 出 す る も の と す る 。 

３  共 同 企 業 体 が 対 象 案 件 に 参 加 す る と き は 、 参 加 表 明 書 提 出 画 面 の

「 Ｊ Ｖ 参 加 」に チ ェ ッ ク 及 び「 企 業 体 名 称 」欄 に 共 同 企 業 体 の 名 称 を

入 力 す る も の と す る 。  

４  管 理 者 は 、 第 １ 項 の 参 加 表 明 書 を 受 け 付 け た と き は 、 必 要 な 資 料

の 添 付 を 確 認 し た 後 、 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 参 加 表 明 書 受 付 票 を

発 行 す る も の と す る 。  

５  管 理 者 は 、 前 項 の 参 加 表 明 書 受 付 票 を 発 行 し た 者 に 対 し 、 電 子 入

札 シ ス テ ム に よ り 指 名 通 知 書 又 は 非 指 名 通 知 書 を 発 行 す る も の と す

る 。  

（ 技 術 提 案 資 料 ）  

第 ９ 条  電 子 入 札 の 対 象 案 件 が 総 合 評 価 競 争 入 札 で あ る と き は 、 入 札

参 加 者 は 、競 争 参 加 資 格 確 認 通 知 書 を 受 信 後 、技 術 資 料 画 面 の「 添 付

資 料 」 欄 に 、 技 術 提 案 資 料 を 添 付 し て 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

２  添 付 す る 電 子 フ ァ イ ル の 容 量 が ３ Ｍ Ｂ を 超 え る 場 合 に は 、 資 料 に

代 え て 確 認 資 料 等 持 参 届 を 添 付 し て 送 信 し た 後 、 技 術 資 料 受 信 確 認

通 知 及 び 技 術 提 案 資 料 を 書 面 に よ り 提 出 す る も の と す る 。  

（ 入 札 ）  

第 １ ０ 条  入 札 参 加 者 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 入 札 書 を 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 管 理 者 か ら 第 １ ３ 条 に 定 め る 紙 入 札 参 加

承 認 を 得 た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  電 子 入 札 シ ス テ ム に よ る 入 札 書 の 提 出 期 間 は 、 原 則 と し て 連 続 す

る ３ 日 以 上（ 宇 部 市 の 休 日 に 関 す る 条 例（ 平 成 ２ 年 条 例 第 １ ５ 号 ）第

１ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 日（ 以 下「 休 日 等 」と い う 。）を 除 く 。）と す

る 。  

３  前 項 に お い て 、 工 事 費 内 訳 書 の 提 出 が 必 要 な 場 合 、 入 札 書 画 面 の

「 添 付 資 料 」 欄 に 、 工 事 費 内 訳 書 を 添 付 し て 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ

り 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  添 付 す る 電 子 フ ァ イ ル の 容 量 が ２ Ｍ Ｂ を 超 え る 場 合 は 、 工 事 費 内

訳 書 に 代 え て 工 事 費 内 訳 書 書 面 提 出 届 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 添 付 し て 送

信 し た 後 、 入 札 書 受 信 確 認 通 知 及 び 工 事 費 内 訳 書 を 書 面 に よ り 提 出

す る も の と す る 。  



５  入 札 参 加 者 は 、 入 札 書 及 び 工 事 費 内 訳 書 （ 以 下 「 入 札 書 等 」 と い

う 。）を 提 出 し た 後 は 書 換 え 、引 換 え 又 は 撤 回 を す る こ と が で き な い 。

た だ し 、 他 の 建 設 工 事 等 の 落 札 状 況 に よ り 、 落 札 時 に お い て 配 置 技

術 者 を 配 置 で き な い 可 能 性 が あ る 等 の 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 は 、 入

札 書 提 出 前 に 管 財 係 へ 連 絡 す る こ と 。  

（ 添 付 資 料 の 取 扱 い ）  

第 １ １ 条  電 子 入 札 シ ス テ ム で 提 出 す る 添 付 資 料 を 作 成 す る ソ フ ト ウ

ェ ア に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） M i c r o s o f t  W o r d  

（ ２ ） M i c r o s o f t  E x c e l  

（ ３ ） P D F  

２  添 付 資 料 を 圧 縮 し て 提 出 す る 場 合 は 、 Z I P 形 式 に よ る も の と す る 。 

３  添 付 資 料 を 書 面 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 電 子 入 札 に お け る 提 出 期

間 と 同 一 と す る 。  

（ 入 札 辞 退 ）  

第 １ ２ 条  入 札 参 加 者 が 入 札 を 辞 退 す る 場 合 は 、 入 札 書 等 を 提 出 す る

前 に 電 子 入 札 シ ス テ ム 又 は 書 面 に よ り 辞 退 届 を 提 出 す る こ と が で き

る 。た だ し 、入 札 書 提 出 締 切 日 時 に お い て 、入 札 書 等 又 は 辞 退 届 の 提

出 が な い 場 合 は 、 当 該 入 札 を 棄 権 し た も の と み な す 。  

２  入 札 参 加 者 が 入 札 書 等 を 提 出 し た 後 は 、 辞 退 届 の 提 出 は 受 け 付 け

な い 。た だ し 、他 の 建 設 工 事 等 を 落 札 し た こ と に よ り 、技 術 者 を 配 置

で き な い 等 の 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 は 、 開 札 前 に 財 務 課 管 財 係 へ 辞

退 届 を 提 出 す る こ と 。  

（ 紙 入 札 ）  

第 １ ３ 条  紙 入 札 で の 入 札 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 原 則 と し て 次 の 各 号

の 期 限 ま で に 紙 入 札 参 加 承 認 願 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 管 理 者 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 管 理 者 は 、 承 認 後 に 写 し を 提 出 者 に 交 付 す る こ と

と す る 。  

（ １ ） 条 件 付 一 般 競 争 入 札 及 び 公 募 型 指 名 競 争 入 札 に よ る 対 象 案 件

に つ い て は 、 第 ７ 条 又 は 第 ８ 条 の 申 請 書 等 の 提 出 期 限 の 前 日 。  

（ ２ ） 指 名 競 争 入 札 に よ る 対 象 案 件 に つ い て は 、 電 子 入 札 に よ る 入

札 書 の 提 出 期 限 の 前 日 。  

２  管 理 者 は 、 紙 入 札 参 加 承 認 願 が 提 出 さ れ た と き は 、 Ｉ Ｃ カ ー ド の

名 義 人 変 更 時 や シ ス テ ム 障 害 等 、 や む を 得 な い 理 由 が あ る 場 合 に 限

り 、 紙 入 札 で の 参 加 を 認 め る こ と と す る 。  

３  紙 入 札 参 加 承 認 を 得 た 者 は 、 電 子 入 札 に よ る 競 争 参 加 資 格 確 認 申

請 書 、 技 術 提 案 資 料 又 は 入 札 書 等 の 提 出 期 間 内 に 、 そ れ ぞ れ 必 要 な

資 料 及 び 紙 入 札 に お け る 入 札 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 書 面 に よ り 提 出 す



る も の と す る 。  

４  入 札 書 等 の 提 出 に 当 た っ て は 、 別 記 １ に 定 め る と お り と す る 。  

５  入 札 書 の く じ 番 号 の 判 別 が で き な い 場 合 、 業 者 番 号 の 下 ３ 桁 の 数

字 を く じ 番 号 と み な す こ と と す る 。  

（ 開 札 ）  

第 １ ４ 条  管 理 者 は 、電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 開 札 を 行 う も の と す る 。 

２  管 理 者 は 、 紙 入 札 に よ る 参 加 者 が あ る 場 合 は 、 原 則 と し て 当 該 入

札 者 （ 競 争 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 記 載 さ れ た 者 を い う 。 以 下 同 じ 。）

又 は 入 札 者 の 代 理 人 を 入 札 に 立 ち 会 わ せ る も の と す る 。  

３  前 項 の 場 合 に お い て 、開 札 に 立 ち 会 う 入 札 参 加 者 が い な い と き は 、

当 該 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 を 立 ち 会 わ せ る も の と す る 。  

（ 入 札 の 無 効 ）  

第 １ ５ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 入 札 を 無 効 と

す る 。  

（ １ ） 他 人 の Ｉ Ｃ カ ー ド を 不 正 に 取 得 し 、 名 義 人 に な り す ま し た 入

札 。  

（ ２ ） 代 表 者 等 が 変 更 に な っ て い る に も か か わ ら ず 、 変 更 前 の 代 表

者 等 の Ｉ Ｃ カ ー ド を 使 用 し た 入 札 。  

（ ３ ） そ の 他 不 正 の 目 的 を も っ て Ｉ Ｃ カ ー ド を 使 用 し た 入 札 。  

（ ４ ） 紙 入 札 参 加 承 認 を 得 て い な い 者 が 行 っ た 紙 入 札 。  

（ ５ ） 前 各 号 の ほ か 、「 入 札 の 心 得 」 ５ に 該 当 す る 入 札 。  

（ 電 子 く じ ）  

第 １ ６ 条  落 札 者 と な る べ き 同 価 格 の 入 札 を し た 者 又 は 総 合 評 価 競 争

入 札 に お い て 落 札 者 と な る べ き 最 も 高 い 評 価 値 を 得 た 者 が ２ 者 以 上

い る 場 合 に は 、 電 子 く じ に よ り 落 札 者 を 決 定 す る も の と す る 。  

２  電 子 く じ の 実 施 方 法 は 、 別 記 ２ に 定 め る と お り と す る 。  

（ 再 度 入 札 ）  

第 １ ７ 条  落 札 者 と な る べ き 者 が い な い た め 、 再 度 の 電 子 入 札 に 付 す

る 場 合 は 、 再 度 の 入 札 書 の 提 出 締 切 日 時 を 指 定 し 、 入 札 参 加 者 に 通

知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 再 度 の 電 子 入 札 に 参 加 で き な い 者

を 除 く こ と と す る 。  

２  再 度 入 札 の 入 札 書 提 出 締 切 日 時 及 び 開 札 日 時 は 、 原 則 と し て 前 回

の 入 札 の 開 札 日 の 翌 日 （ 休 日 等 を 除 く 。） の 局 が 定 め る 時 間 と す る 。 

３  再 度 の 入 札 に お い て も 落 札 者 と な る べ き 者 が い な い た め 再 々 度 の

電 子 入 札 に 付 す る 場 合 に お い て は 、 前 ２ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 落 札 者 決 定 の 保 留 ）  

第 １ ８ 条  管 理 者 は 、 落 札 を 保 留 す る 必 要 が あ る 場 合 、 保 留 し た こ と

を 入 札 参 加 者 に 通 知 す る も の と す る 。  



（ シ ス テ ム 障 害 等 ）  

第 １ ９ 条  電 子 入 札 シ ス テ ム の 障 害 等 に よ り 電 子 入 札 が で き な い 場 合

は 、 入 札 の 延 期 又 は 入 札 方 式 を 紙 入 札 に 変 更 等 の 適 切 な 処 置 を と る

も の と す る 。  

２  電 子 入 札 シ ス テ ム を 利 用 す る 者 は 、 コ ン ピ ュ ー タ ウ ィ ル ス に 感 染

し な い よ う に ウ ィ ル ス 対 策 用 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ ト を 導 入 す る

等 の 必 要 な 対 策 を 講 じ る も の と す る 。  

な お 、 提 出 さ れ た 電 子 フ ァ イ ル が コ ン ピ ュ ー タ ウ ィ ル ス に 感 染 し

て い る こ と が 判 明 し た 場 合 、 又 は フ ァ イ ル の 破 損 等 に よ り そ の 内 容

を 確 認 す る こ と が で き な い 場 合 は 、 再 提 出 を 連 絡 す る も の と す る 。  

（ 補 則 ）  

第 ２ ０ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 管 理 者 が 別 に

定 め る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 宇 部 市 上 下 水 道 局 電 子 入 札 実 施 要 領 の 廃 止 ）  

２  宇 部 市 上 下 水 道 局 電 子 入 札 実 施 要 領 (令 和 ２ 年 上 下 水 道 局 要 領 )は 、

廃 止 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 以 降 公 告 、公 募 又 は 指 名 通 知 す る も の

か ら 施 行 す る 。  

 


